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契約金額
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農林水産部
農山漁村振
興課

令和８年度標準積算システ
ム福岡県補助版改良運用
保守業務

令和8年3月27日
一般社団法人農業農
村整備情報総合セン
ター

東京都中央区日本橋富
沢町10番16号

8,899,000円

標準積算システムは同法人が開発したものであり、当該システム
の改良運用保守業務はプログラムの内容を熟知している同法人
でなければ行うことができないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

技術管理係 092-643-3504

農林水産部
農山漁村振
興課

令和８年度林務積算システ
ム保守業務

令和8年3月27日
富士通Japan株式会
社西日本公共ビジネ
ス総括部

福岡県福岡市博多区東
比恵1-5-13

10,651,850円

本システムは富士通Ｊａｐａｎ株式会社の積算パッケージソフト
「SuperESTIMA」を利用して構築されたシステムであり、積算パッ
ケージソフトを熟知した技術者でなければ、システムの内容及び
データの構成等について理解ができない。また、このパッケージソ
フトの著作権を富士通Ｊａｐａｎ（株）が有していることから、ほかの
業者ではプログラムを操作することができない。以上の点から、本
業務を履行できるのは富士通Ｊａｐａｎ株式会社に限られる。（地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

技術管理係 092-643-3504

農林水産部
農山漁村振
興課

令和８年度執行管理システ
ム保守業務

令和8年3月27日
富士通Japan株式会
社西日本公共ビジネ
ス総括部

福岡県福岡市博多区東
比恵1-5-13

10,681,000円

本システムは、同法人が開発したシステムであり、システムの構
造に公開されない独自プログラムが存在する。加えて、システム
の保守を行う際には、そのプログラムの構造について熟知してい
る必要があることから、システムの保有者である富士通Ｊａｐａｎ株
式会社のほかに履行できるものはいないため。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

技術管理係 092-643-3504

農林水産部
農山漁村振
興課

令和８年度電子納品ソフト
ウェア保守業務

令和8年3月31日
福井コンピュータ株式
会社九州営業所

福岡県福岡市博多区博
多駅東2-2-13 博多駅前
ビル3F

1,591,700円

本システムは、福井コンピュータ株式会社が開発したものであり、
ソフトウェアのバージョンアップについては開発元が行う以外方法
がない。かつ電話によるQ&A対応及びシステム操作研修につい
てはソフトウェアに精通した専門知識が必要であることから、福井
コンピュータ株式会社九州営業所のほかに履行できるものはいな
いため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

技術管理係 092-643-3504

農林水産部
農山漁村振
興課

令和8年度福岡県森林地
理情報クラウドシステム保
守業務委託契約

令和8年3月30日
九州地理情報株式会
社

福岡市東区青葉２丁目３
０番１号

3,025,000円

本クラウドシステムは、地域森林計画区域の位置情報及び森林
資源情報のデータをネットワーク経由で利用者に提供するシステ
ムである。保守業務においては、システムを運用しているサーバ
システム、システムプログラム、搭載データについて、十分な知
識、経験及び技術をもって正確かつ迅速に対応する必要がある。
本システムは九州地理情報株式会社が開発したシステムであり、
当該企業は、本業務の遂行に必要な技術・経験・知識を有する唯
一の企業である。
以上の理由により、九州地理情報株式会社のみ保守業務が可能
なため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

森林計画係 092-643-3505

特命随意契約公表一覧表
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林業振興課
令和７年度採種穂園改良
事業（造成）業務委託契約

令和8年2月6日
福岡県樹苗農業協同
組合

朝倉市三奈木２１６９ 2,950,200円

　本業務は、県営採種穂園において、県内の造林に必要な少花
粉スギ、少花粉ヒノキ苗木等の生産のために必要な施業である。
適期適作業を企画・立案するため、専門的技術、知識が必要であ
り、母樹の管理面に精通し、多くの経験が必要。
　当該団体は、林業種苗法第１０条に基づく種子や苗木の生産事
業者登録を受け、ミニ穂木による少花粉スギ・ヒノキ苗木生産実
績のある県内唯一の団体であり、また団体独自の採種穂園を有
し、採種穂園造成、管理に関する技術、知識及び経験も十分に有
しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

造林係 092-643-3548

合所ダム管理出張所 ダム管理業務委託 令和8年3月30日 耳納山麓土地改良区 久留米市田主丸町田主丸1068-12 44,000,000円

当該団体は本ダムの水利権を持つ団体であり、管理業務に精通
し、管理業務ができる唯一の団体であることから、契約の性質・目
的が競争入札に適さないため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号）

合所ダム 0943-77-4321

合所ダム管理出張所 管理支援設備保守点検整備業務委託 令和8年3月27日 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾈｸﾄ㈱ 福岡市博多区美野島4丁目1-62 4,620,000円

本システムはﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾈｸﾄ㈱が開発したシステムであり、システ
ムの構造に公開されない独自設定があることから、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾈｸﾄ
㈱のみ保守業務が可能なため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号）

合所ダム 0943-77-4321

朝倉農林事務所 土地改良事業換地誤謬訂正業務 令和8年1月26日 福岡県土地改良事業団体連合会 福岡市博多区千代4-4-28 8,387,500円

換地誤謬訂正を効果的・効率的に達成するため、福岡県から「換
地業務・確定測量業務・換地処分登記業務」の委託を受ける唯一
の団体である福岡県土地改良事業団体連合会を選定したもの
（地方自治法第１６７条の２第１項第２号）

農村整備第1課 管理係 0946-22-2904

飯塚農林事
務所

実施計画策定業務 令和8年3月18日
福岡県土地改良事業
団体連合会
田頭　喜久己

福岡県福岡市博多区千
代4-4-28

4,290,000円

　国の推進方針及び設計基準の見直しに伴い、令和６年度に策
定した事業計画の一部を変更するもの。当初の事業計画を策定
していることから、地区に精通しており、また、専任の土地改良換
地士が多数所属する県内唯一の団体であるため。（地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号該当）

農村整備第
一課計画係

0948-21-4958

飯塚農林事
務所

令和7年度　起工第415-
00-62号
林業生産基盤整備道整備
事業（県代行）
林道豊前坊線3-1工区立
木補償業務

令和8年1月23日 添田町
福岡県田川郡添田町大
字添田２１５１

1,215,020円

当該業務は、林道事業を行うにあたり施行上支障となる立木その
他物件等の補償業務であり、福岡県営林道施行規則及び福岡県
営林道事業事務取扱要領に基づき関係市町村長が行うことに
なっているため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

森林土木課
林道係

0948-21-4964

行橋農林事
務所

令和7年度起工第200号
県営土地改良事業実施計
画費（施設情報整備）
実施計画策定業務
三毛門北部第二地区

令和8年3月16日
福岡県土地改良事業
団体連合会

福岡市博多区千代4丁
目4番28号

4,510,000円

  農地の大区画化に必要な換地業務に長年携わっており、実務
経験や知識が豊富で、専任の土地改良換地士が多数所属する県
内唯一の団体であることから、換地業務の執行体制が整ってお
り、かつ地元の意向や農業用用排水の現状を把握するなど現場
に精通し、さらに当初の事業計画を策定しているため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

農村整備第
一課計画係

0930-23-0378
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農林業総合
試験場

浄化槽維持管理及び清掃
業務委託

令和8年3月26日
株式会社筑紫野市浄
化槽センター

筑紫野市塔原東５丁目７
番１１号

4,702,500円

浄化槽保守点検業者として県の登録を受け、かつ、清掃を行う浄
化槽の所在する市町村から浄化槽清掃業及び一般廃棄物処理
業者の許可を受けている業者は１者のみであるため。
　（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

総務課 092-924-2936

3 / 3 ページ


